
令和８年度

五條市国民健康保険税簡易試算表

所得割 ・・・ （加入者ごとに計算） 所得割 ・・・ （加入者ごとに計算）

基礎控除 所得割 ・・・ （加入者ごとに計算） 所得割 ・・・ （加入者ごとに計算）

－ 430,000円 ＝ ②　　　　　　　円 ＝ ⑩　　　　　　円 ＝ ⑯　　　　　　円 ＝ ⑳　　　　　　円

② × 7.64% ＝ ③　　　　　　　円

均等割 均等割 均等割 均等割
11,500円 ×　④ ＝ ⑪　　　　　　円 1,900円 ×　④ ＝ ⑰　　　　　　円 16,900円 ×　④ ＝ ㉑　　　　　　円

27,600円 × ＝ ⑤　　　　　　　円

①の世帯での合計が一定額以下の場合 ①の世帯での合計が一定額以下の場合 ①の世帯での合計が一定額以下の場合

①の世帯での合計が一定額以下の場合

＝ ⑥　　　　　　　円 ＝ ⑫　　　　　　円 ＝ ⑱　　　　　　円 ＝ ㉒　　　　　　円

平等割 １世帯あたり 平等割 １世帯あたり

⑦　　20,000　円 ⑬　　8,400　円

①の世帯での合計が一定額以下の場合 ①の世帯での合計が一定額以下の場合

＝ ⑧　　　　　　　円 ＝ ⑭　　　　　　円

＝ ⑨　　　　　　　円 ＝ ⑮　　　　　　円 ＝ ⑲　　　　　　円 ＝ ㉓　　　　　　円

※18歳未満（18歳に達する日以後最初の3月31日以前である者。高校生年代）については、子ども・子育て支援金分にかかる均等割額が全額軽減されます。

年間保険税額　⑨＋⑮＋⑲＋㉓

医療保険分 後期高齢者医療支援分 介護保険分

②×3.03%

㉑×（２割、５割

または７割）

課税限度額　260,000円

⑪×（２割、５割

または７割）

⑬×（２割、５割

または７割）

子ども・子育て支援金分
(18歳以上（※）の加入者）

②×0.31%

⑰×（２割、５割

または７割）

⑯＋（⑰－⑱）

課税限度額　30,000円

⑩＋（⑪－⑫）

＋（⑬－⑭）

②×3.27%①　　　　　　　　　円

令和７年中の

総所得金額等

（40歳以上65歳未満の加入者）

⑳＋（㉑－㉒）

④　　　　　　　人

加入人数

⑤×（２割、５割または７割）

⑦×（２割、５割または７割）

③＋（⑤－⑥）＋（⑦－⑧）

課税限度額　170,000円

保険税額 円 ×

12ヶ月

＝

㉔　　　　　　ヶ月

㉕　　　　　　　　　　　　　　　円

加入月数

課税限度額　660,000円

この計算結果は年間の概算となりますので、

実際の金額とは異なる場合があります。


